
亀 山 市 告 示 第 ７ ５ 号  

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 令 和 元 年 法 律 第 ４ 号 ） の 施 行 等 に 伴 い 、 平 成 ２ ９ 年 亀 山 市

告 示 第 ７ ６ 号 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

 「 亀 山 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規

則 」 を 「 亀 山 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施

行 細 則 」 に 、 「 第 １ ３ 条 に 規 定 す る 」 を 「 第 １ ３ 条 の 」 に 、 「 別 表

第 ６ の ２ 」 を 「 別 表 第 ６ の ５ の 表 」 に 、 「 同 表 の ３ に 規 定 す る 」 を

「 別 表 第 ６ の ６ の 表 の 」 に 、 「 第 ３ ０ 条 第 １ 項 各 号 」 を 「 第 ３ ５ 条

第 １ 項 各 号 」 に 、 「 同 表 の ４ に 規 定 す る 法 第 ２ 条 第 ３ 号 」 を 「 別 表

第 ６ の ７ の 表 の 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 、 「 同 表 の ２ 」 を 「 別 表

第 ６ の ５ の 表 」 に 、 「 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 ３ ５ 条 第 １ 項

第 １ 号 」 に 改 め る 。  

 第 １ 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 」 を 「 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 、 「 第 ３ ０

条 第 １ 項 各 号 」 を 「 第 ３ ５ 条 第 １ 項 各 号 」 に 改 め 、 第 １ の ２ の 次 に

次 の よ う に 加 え る 。  

３  一 般 社 団 法 人 住 宅 性 能 評 価 ・ 表 示 協 会 が 運 用 す る 建 築 物 省 エ ネ

ル ギ ー 性 能 表 示 制 度 （ 以 下 「 Ｂ Ｅ Ｌ Ｓ 」 と い う 。 ） に 基 づ く 、 建

築 物 に 係 る エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 評 価 を 実 施 す る 機 関 （ 以 下 単 に

「 評 価 機 関 」 と い う 。 ）  

 第 ２ 中 「 第 ３ ０ 条 第 １ 項 各 号 」 を 「 第 ３ ５ 条 第 １ 項 各 号 」 に 改 め 、  

第 ２ の １ の （ ２ ） 中 「 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 ３ ５ 条 第 １ 項

第 １ 号 」 に 改 め 、 第 ２ の １ の （ ２ ） の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ３ ） 評 価 機 関 が 交 付 す る Ｂ Ｅ Ｌ Ｓ に 基 づ く 評 価 書 （ 法 第 ３ ５ 条 第  

１ 項 第 １ 号 に 基 づ く 基 準 に 適 合 し た 評 価 を 受 け た も の に 限 る 。 ）  

第 ２ の ２ 中 「 に つ い て は （ ３ ） 」 の 次 に 「 又 は （ ４ ） 」 を 加 え 、

第 ２ の ２ の （ ３ ） の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  



（ ４ ） 評 価 機 関 が 交 付 す る Ｂ Ｅ Ｌ Ｓ に 基 づ く 評 価 書 （ 法 第 ３ ５ 条 第  

１ 項 第 １ 号 に 基 づ く 基 準 に 適 合 し た 評 価 を 受 け た も の に 限 る 。 ）  

 第 ３ 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 基 準 」 を 「 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号

に規定する基準」に改め、第３の１の（２）中「第３０条第１項」を

「第３５条 第 １ 項 」 に 改 め 、 第 ３ の １ の （ ４ ） 中 「 法 第 ２ 条 第 ３ 号

に 規 定 す る 」 を 削 り 、 第 ３ の １ の （ ４ ） の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ５ ） 評 価 機 関 が 交 付 す る Ｂ Ｅ Ｌ Ｓ に 基 づ く 評 価 書 （ 建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 基 準 に 適 合 し た 評 価 を 受 け た も の に 限 る 。 ）  

 第 ３ の ２ の （ ３ ） 及 び （ ４ ） 中 「 該 当 す る 」 を 「 掲 げ る 」 に 改 め 、  

第 ３ の ２ の （ ４ ） の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

（ ５ ） １ （ ５ ） に 掲 げ る 書 面  

 第 ４ 中 「 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 ３ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 に

改 め る 。  

第 ５ 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 」 を 「 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


